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○ ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に関する法律の枠組み

農
林
⽔
産
⼤
⾂

基 本 ⽅ 針

決 定 認 定

⃝ ⽔⽥の主要な⽣産物である⽶穀の新⽤途（⽶粉⽤⽶・飼料⽤⽶）への利⽤を促進する観点から、平成２１年
４⽉に「⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に関する法律（平成２１年法律第２５号）」が制定された。

１

【⽣産製造連携事業計画】
⽣産者、製造事業者等が連携して計画を作成

・農⼭漁村振興交付⾦
活性化計画に位置付けられた機械・施設整備等を支援

・⾷品安定供給施設整備資⾦
（⽇本政策⾦融公庫）

生産製造連携事業計画に基づく施設整備等を支援

各種⽀援措置

• 農林⽔産⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係機関
の⻑に協議するとともに、⾷料・農業・農村政策審議会の意⾒を聴かなければならない。
【法第３条第５項】基本⽅針

⃝ 同法では、⽶粉⽤⽶・飼料⽤⽶の利⽤の促進の意義や基本的な⽅向について、基本⽅針を定めることとされており、
基本⽅針は、おおむね５年ごとに定めることとされている（現⾏基本⽅針は平成２７年４⽉に⾒直し）。

• 法第３条第１項の基本⽅針は、おおむね５年ごとに定めるものとする。 【施⾏令第４条】



⽶粉⽤⽶の⽣産量・需要量の推移

◆⽶ゲル

製粉・加⼯コストの状況 新たな⽶粉の利⽤⽅法

注１）⽶粉原料価格は企業購⼊価格（平均値）であり、農家出荷価格と
は異なる場合がある。

注２）⽶粉価格は業務⽤（加⼯⽤）の価格。
注３）⼆次加⼯品価格は、⾷パン1㎏の価格（⽶粉は農林⽔産省調べ、

⼩⻨粉は⼩売物価統計調査）

原料価格 製粉コスト等 ⽶粉価格 ⼆次加⼯品
価格

⽶粉 50円程度 50〜240円
程度

100〜290円
程度

1,300円〜
2,000円

程度

⼩⻨粉 50円程度 50円程度 100円程度 430円
特殊な加⼯技術により、増粘
多糖類や油脂等の代替として
製パン時の粘度調節に使⽤

◆アルファ化⽶粉

○ ⽶粉⽤⽶の現状

◆グルテンフリー⽶粉パン
アレルギー物質27品⽬不使
⽤でアルファ化⽶粉を使⽤した
⽶粉パン

◆輸出⽤⽶粉ラーメン

アルファ化⽶粉を使⽤し、賞味
期限を延⻑させた⽶粉麺

•⼤規模製造ラインに適した⽶粉の加⼯技術の開発により、⼆次加⼯コストの低減を図る必要
•新たな⽶粉の加⼯法を⽤いた製品開発が必要
•⽶粉や⽶粉加⼯品の規格や特徴を活かした輸出の拡⼤が必要
•⽶粉に適した多収性品種の導⼊や⽶粉⽤⽶の質と量の安定に資する複数年契約が必要

⽶粉関係者の主な意⾒

⾼アミロース⽶を炊飯後に⾼
速攪拌し、ゼリー状に加⼯し
パン等に利⽤

【意⾒交換︓令和元年８⽉~10⽉で実施】

⃝ ⽶粉⽤⽶の需要量は、平成24年度以降、２〜３万トン程度で推移していたが、近年は需要量が拡⼤。
⃝ ⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦による⽣産者⽀援や⽶粉製造事業者による製粉ラインの改良・⼤⼿企業の稼働率の向上により、⼀部企業

は⼩⻨粉並みの⽶粉価格を達成したものの、パンや麺等の⼆次加⼯品の価格差が課題。
⃝ 加⼯技術の進展により、⽶ゲルやアルファ化⽶粉等、多様な⽤途に対応できる加⼯技術や増粘剤等の代替として使⽤できる⽶粉製品

（グルテンフリー⽶粉パン、輸出⽤⽶粉ラーメン等）が開発されており、⾼品質な国内産⽶粉の特徴を活かした輸出の拡⼤が必要。
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⃝ ⽶粉の特徴を活かし、 「⽶粉の⽤途別基準」やグルテンを含まない特性を発信する「ノングルテン⽶粉第三者認証制度」の運⽤を
平成30年から開始したところであり、⽶粉の需要を後押し。

⃝ ⽶粉の需要拡⼤に向け、パンに適した「ミズホチカラ」や麺に適した「越のかおり」等、加⼯適性に優れた品種や多収品種の導⼊。
⃝ ⽶粉⽤⽶を⽣産する⽣産者と商品に適した⽶粉⽤⽶が欲しい⽶粉製造事業者とのマッチングを実施。
⃝ ⽶粉⽤⽶の主産地で⽣産者と実需者の情報交換会を開催するとともに、ノングルテン⽶粉表⽰及び⽶粉の⽤途別
基準の普及のための説明会の開催や国内外への政府広報による周知を実施。

⽶粉に適した多収品種の導⼊

●ミズホチカラ（２０１１年３⽉品種登録）
製粉時のデンプン損傷が少ないため膨らみ
やすく、主⾷⽤品種に⽐べ２割以上の増収
が期待できるパンに適した品種。

［⽶粉パンの形状⽐較］

⽐容積︓4.2 ⽐容積︓3.7

「ミズホチカラ」 主⾷⽤⽶「あきまさり」

○ ⽶粉⽤⽶の需要拡⼤の取組

１ ノングルテン⽶粉第三者認証制度

２ ノングルテン⽶粉加⼯⾷品の表⽰
令和元年９⽉には、ノングルテン⽶粉を
使⽤した加⼯⾷品を登録し、ノングルテン
⽶粉使⽤マークを付与する仕組みを開始。

平成30年６⽉から、輸出も念頭においた、
世界で最も厳しい基準の認証制度を開始。

ノングルテン⽶粉第三者認証制度

⽶粉の⽤途別基準

平成３０年から、⼩⻨粉と同じように製品の⽤途
を表⽰する仕組みを開始。

２番
パン⽤

３番
麺⽤

１番
菓⼦・
料理⽤

⽶粉の広報

⽶粉に係る新たな取り組みについて、
国内外への政府広報による周知を
実施。

⽣産者と実需者とのマッチング

• 新たに⽶粉⽤⽶の供給を希望する実
需者をとりまとめ。

• ⽶粉⽤⽶の主産地においてマッチングを
実施。

農林水産省

実需者
生産サイド
(JA・県等)

マッチング

３



• 川下の認知度向上や科学的知⾒に基づく差別化によ
り、飼料⽤⽶を活⽤した畜産物のブランド化をさらに進
める必要

• バラ出荷の推進やストックポイントの整備、多収化・省
⼒化等による流通・⽣産コストの削減が必要

• 飼料⽤⽶は重要な配合飼料原料であり、複数年契
約による安定取引を拡⼤すべき
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H26 H27 H28 H29 H30

配合飼料メーカーへの供給
畜産農家への供給

○ 飼料⽤⽶の現状
○全農スキーム（※）の整備(H27)等、安定的に供給できる流通ルートが確⽴された結果、配合飼料⼯場を通じた供給が⼤幅に
拡⼤。これにより、飼料⽤⽶の⽣産量は平成28年産で51万トンまで増加するも、平成30年産以降は減少。

○多収品種の作付割合は年々増加、約７割の⽣産者が５ha以上層となっている。⼀⽅、地域に応じた栽培技術や⼤規模経営に
適した省⼒的な栽培技術の確⽴が遅れ、単収は横ばい。
（※）全農が直接、⽣産者から飼料⽤⽶を買い取り、全国ベースで⼀元的に流通を⾏うことで流通の円滑化、経費の合理化を図る仕組み。

全水稲の作付規模
５ha以上が約７割

※農林水産省調べ

水稲生産者全体では、
作付規模５ha以上の
農家数は全体の５％

注：「区分管理」とは、主食用米を生産する圃場とは異なるほ場で飼料用米のみを作付ける手法で、主食用米と同一のほ場で飼料
用米を生産する「一括管理」と比べて、多収品種の導入が容易で、飼料用米の定着が期待できる。
「飼料用米生産量」は、実際の収量を反映した実績値。

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元

飼料用米作付面積（万ha） ３．４ ８．０ ９．１ ９．２ ８．０ ７．３

うち、多収品種（万ha） １．３ ３．０ ３．９ ４．６ ４．５ ４．３

割 合 ３９％ ３７％ ４３％ ５０％ ５６％ ６０％

うち、区分管理（万ha） ２．７ ６．０ ７．３ ７．６ ７．０ ６．５

割 合 ８０％ ７５％ ８０％ ８３％ ８８％ ８９％

飼料用米生産量（万トン） １９ ４４ ５１ ５０ ４３ -

飼料用米の単収（kg/10a） ５５４ ５５５ ５５８ ５４９ ５３８ -

飼料⽤⽶の供給先別供給量の推移 飼料⽤⽶の作付け・⽣産状況

飼料⽤⽶⽣産者の経営規模（全⽔稲の作付⾯積）別分布状況（平成30年産）

（万トン）

４

飼料⽤⽶関係者の主な意⾒

【意⾒交換︓令和元年８⽉~10⽉で実施】



→ 飼料用米の生産拡大に対応する
ための施設の新設・増築や機能向
上を支援。

例：カントリーエレベーターを
増築し、飼料用米にも対応

→  自給飼料（飼料用米を含む）生産
拡大 に対応するために必要な保管
・加工施設等の整備を支援。

例：TMRセンターに飼料用米
保管タンクを増設

飼料用米利用側の施設飼料用米生産側の施設

○ 飼料⽤⽶のコスト低減や畜産物等のブランド化の取組
○ コスト低減に向け、飼料⽤⽶の10a当たりの収量が優れる経営体を表彰する「飼料⽤⽶多収⽇本⼀」コンテストの開催、「飼料
⽤⽶⽣産コスト低減マニュアル」の作成・公表や、施設整備等による安定的な供給体制の構築を促進。

○ 飼料⽤⽶を活⽤した畜産物等のブランド化を推進した結果、畜産物の⾼付加価値化を図ろうとする取組が進展し、事例数は全
国で103事例まで拡⼤。

○ 都道府県・地域農業再⽣協議会と連携し、毎年畜産農家と耕種農家のマッチングを実施。

【凡例】（ブランド事例）

･･･事例無し ･･･1例 ･･･2例

･･･3～4例 ･･･5例以上

※令和２年３月現在で把握しているもの

米活用畜産物のロゴマーク米活用畜産物のロゴマーク

飼料用米活用畜産物ブランド日本一
（令和元年度）

【農林水産大臣賞】

農林水産省（本省・農政局等）

耕
種
農
家

都道府県、
県農業再生協議会

地域農業
再生協議会畜

産
農
家

飼料⽤⽶⽣産コスト低減マニュアル 施設整備による安定的な供給体制の構築

飼料⽤⽶を活⽤した畜産物のブランド化 畜産農家とのマッチング活動の取組体制

供
給
希
望

作付希望

マッチング

飼料⽤⽶多収⽇本⼀

飼料用米生産農家の生産技術の
向上を目指し、多収を実現している先
進的で他の模範となる経営体を表彰
し、その成果を広く紹介。

飼料用米の低コスト生産の実現に向け、
飼料用米に係る試験研究や機器開発等
の技術的成果をまとめたマニュアルを作
成・公表。

・単収の部
相澤正之（奈良県）︓940kg/10a

・地域の平均単収からの増収の部
株式会社アグリイワナガ 代表取締役
岩永新⼀郎（佐賀県）︓＋339kg/10a

飼料用米多収日本一（令和元年度）

【農林水産大臣賞】 マニュアルで紹介している技術等の例
・多収化に向けた多収品種の活⽤
・直播・疎植等の省⼒栽培
・堆肥や安価な肥料の利⽤
・農地集積、団地化による⼤規模化 等

５

「オクノの玉子」
株式会社オクノ（兵庫県）



○ 基本⽅針改定のポイント ①

 持続的な⾷料⽣産基盤である⽔⽥を維持し、これを有効活⽤して我が
国の⾷料供給⼒の強化を図るため、⽔⽥において⽶粉⽤や飼料⽤とい
った新⽤途の⽶穀の⽣産・利⽤の拡⼤・定着に取り組んでいく必要があ
ることを記述

 農業競争⼒プログラム等に基づいたこれまでの取組を⼗分踏まえ、新⽤
途⽶穀の⽣産等の拡⼤・定着に取り組むとともに、主⾷⽤の⽶穀の需
要が引き続き減少すると⾒込まれる中、⽶穀の新⽤途への利⽤を促進
することは、持続的な⾷料⽣産基盤である⽔⽥の維持を図る上で極め
て重要である旨を追記。

現 ⾏ 基 本 ⽅ 針

○ このような状況を踏まえ、現⾏基本⽅針について以下のとおり改定。

第⼀ ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進の意義

 ⽶穀の新⽤途への利⽤に当たり、⽣産者と製造事業者等との連携、競
合品と競争し得る価格での供給、⽣産・流通・加⼯コストの低減、消費
者ニーズ等を踏まえた商品の開発が必要であること等について記述

左記に加え、
 ⽶粉⽤⽶について、新たな⽶粉加⼯法を⽤いた製品開発や⼤規模製
造ラインに適したパンや麺などの⼆次加⼯技術の開発が必要である旨
の記述を追記
また、海外における需要創出に取り組むとともにノングルテン⽶粉ＪＡＳ
の制定等を検討する旨の記述を追記

 飼料⽤⽶について、飼料⽤⽶を利⽤した畜産物のブランド⼒強化、⽣
産・流通コスト低減のための、バラ出荷やストックポイントの整備等が必
要である旨の記述を追記

 実需者が求める⽶需要に応えられるよう、⽣産拡⼤を進めることとし、
複数年契約による⻑期安定的な取引の⼀層の推進等が必要である
旨を追記

新たな基本⽅針（案）

＜全体を通じて、「需要に応じた⽣産」を促進するため、記載の順序を変更＞

６

第⼆ ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進の基本的な⽅向

 近年多発する災害や新型コロナウイルスなどの感染症のまん延といった
不測の事態による経済活動への影響に対する懸念についても、その状
況を的確に把握し、適切な対応に努める旨を追記。

 ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に関する法律第３条第１項の規定に
基づき、⽶穀の新⽤途への利⽤の促進の意義や基本的な⽅向等の事
項を、基本⽅針に定める旨を記述

前⽂



○ 基本⽅針改定のポイント ②

 ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進には、⽣産者の意向と実需者のニーズの
合致が必要であり、国・団体等の関係者がマッチングに努めるとともに、
消費者等に対して⽶穀の新⽤途への利⽤の促進の意義の理解増進に
努めるべきことを記述

左記に加え、
 ⽶粉⽤⽶については、新たな市場として、防災⾷、介護⾷等の分野の
開拓に留意する旨の記述を追記

 飼料⽤⽶については、飼料⽤⽶を活⽤した畜産物の全国的な認知度
向上や販路開拓に努める旨の記述を追記

 ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に際しては、地域の⽔⽥の有効活⽤、
適正な流通の確保、⽣産・利⽤における安全の確保、加⼯品に関する
適切な表⽰に配慮すべきことを記述

左記に加え、
 ⽶粉について、⽤途に応じた使⽤⽅法が消費者等に伝わるよう、⽤途
別基準による標記を⾏い、商品の使⽤⽅法の適切な表⽰に努める旨
の記述を追記。

７

第四 ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に関する重要事項

現 ⾏ 基 本 ⽅ 針 新たな基本⽅針（案）

第五 ⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に際し配慮すべき重要事項

 法に基づく⽣産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基
本的な事項を記述

現⾏どおり

第三 ⽣産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基本的な事項



（参考）⽶粉⽤⽶、飼料⽤⽶共通 施策

⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に関する法律に基
づく⽣産製造連携事業計画の認定を受けた⽶粉
製造業者・⽶粉加⼯品製造販売業者の⽶粉⽤
⽶加⼯施設・機械等の整備を⽀援

例︓⽶粉製造機械、製パン設備を導⼊し、⽣産製造
連携事業計画に基づき利⽤を拡⼤

補助率 1／2以内

１．⽣産側の⽶粉⽤⽶、飼料⽤⽶の施設
⽶粉⽤⽶や飼料⽤⽶の⽣産拡⼤に対応するため
の施設の新設・増築や機能向上を⽀援。

例︓⽶粉製造業者が、
α化⽶粉開発の
ための新たな製造
設備を整備

２．利⽤側の⽶粉⽤⽶、飼料⽤⽶の施設
飼料⽤⽶も含めた⾃給飼料の・⽣産拡⼤に対応
するために必要な保管・加⼯施設等の整備を⽀援。

例︓カントリーエレベーター
を増築し、飼料⽤⽶
にも対応

例︓TMRセンターに
飼料⽤⽶保管
タンクを増設

補助率 1／2以内

例︓１台の機械で短時間に原料⽶をアルファ化
処理する機械（エクストルーダー）の導⼊

例︓⽶穀需要拡⼤に対応するため、⽞⽶倉庫を整備

貸付限度額 ８０％以内

⽶穀の新⽤途への利⽤の促進に関する法律に基づく
⽣産製造連携事業計画の認定を受けた⽶粉・飼料
製造業者等の⽶穀の保管や新商品の開発に必要な
施設の改良、取得等の整備を融資により⽀援
※中⼩企業のみ対象

例︓⽣産製造連携事業計画の具体例

８

※産地と契約を結んでいること等が要件

 農⼭漁村振興交付⾦のうち
農⼭漁村活性化整備対策

（R2概算決定額︓98億円の内数）

 強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付
⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ
（R2概算決定額︓230億円の内数）

⾷品安定供給施設整備資⾦
（⽶穀新⽤途利⽤促進）
（⽇本政策⾦融公庫）



９



⽶粉関連施策

新商品開発のためのニーズ調査、試
作費、機械の開発・改良等を⽀援

【例】
ビーガン及び２７品⽬アレルゲンフリー
対応の⽶粉インスタントヌードルを開発

補助率 定額、1／2以内

【例】
海外でグルテンを含まない⽶粉製品の市
場調査、マッチングを開催

補助率 定額、1／2以内

多様な事業者とネットワークを構築し
て6次産業化による⽶粉事業に取り
組む農業者等の新商品の開発・製
造、販路開拓等の取組を⽀援

補助率 市町村戦略あり１／２以内
市町村戦略なし１／３以内

【例】
海外に輸出する際に競合する他の製品
と⽐較した⽇本産⽶粉や⽶粉加⼯品の
優位性を情報発信

補助率 定額

⽶粉⽤⽶⽣産者と製造事業者との
マッチングやノングルテン⽶粉及び⽶
粉加⼯⾷品の情報発信等の取組を
⽀援

飼料⽤⽶関連施策

【例】
⽶粉の新商品を製造するための製粉機
を整備

海外市場の開拓、海外プロモーション
活動、海外規制への対応の取組促進
等を⽀援

【例】
ブランド化の戦略策定
に係る検討会の開催、
飼料⽤⽶を給与した
畜産物のロゴマークに
よる普及

補助率 定額

飼料⽤⽶を活⽤した豚⾁、鶏卵等の
畜産物など、⽶を利⽤した新たな⾷品
のブランド化の取組を⽀援

【例】
⽶粉砕機、飼料保管タンク、混合機等の
導⼊

畜産クラスター計画に位置付けられた
地域の中⼼的な経営体（畜産農家
、飼料⽣産組織等）が飼料⽤⽶の
保管・加⼯・給餌するために必要な
機械の導⼊、施設整備等を⽀援

補助率 1／2以内

【例】
⽣産コストを低減する飼料⽤⽶等の多
収品種や直播栽培の導⼊

補助率 定額

⽣産者、試験研究機関、⾏政・普
及など地域の関係者が⼀体となって
⾏う⽣産性の向上に資する技術等
の実証等を⽀援

【「飼料⽤⽶多収⽇本⼀」
農林⽔産⼤⾂賞】

飼料⽤⽶の本作化を推進するため、
飼料⽤⽶の単収向上や飼料⽤⽶
を活⽤した畜産物のブランド化につ
いて優れた取組を表彰

・単収の部
相澤正之（奈良県）︓940kg/10a

・地域の平均単収からの増収の部
株式会社アグリイワナガ 代表取締役
岩永新⼀郎（佐賀県）︓＋339kg/10a

【「飼料⽤⽶活⽤畜産物ブランド⽇本⼀」
農林⽔産⼤⾂賞受賞者】

・「オクノの卵」
株式会社オクノ（兵庫県） 10

 コメ海外市場拡⼤戦略プロジェクト
推進⽀援
（R1補正予算額︓5億円）

 インバウンドにも対応した⽇本産⽶粉
の需要拡⼤⽀援事業
（R2概算決定額︓1億円の内数）

 外⾷産業等と連携した需要拡⼤
対策事業
（ R1補正予算額︓2億円の内数）

 ⾷料産業・6次産業化交付⾦のうち
「6次産業化の推進」

（ R2概算決定額︓25億円の内数）

 ⽶活⽤畜産物等ブランド化推進事業
（R2概算決定額︓25百万円）

 戦略作物への作付体系転換⽀援
事業
（R2概算決定額︓1億円の内数）

 畜産・酪農収益⼒強化整備等特別
対策事業(畜産クラスター事業）
（Ｒ１補正予算額409億円の内数）

 多収による⽣産コストの低減、飼料
⽤⽶を活⽤した畜産物のブランド化
の推進による認知度向上




